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第429回狛江市行財政改革推進本部会議会議録

１ 日 時 令和７年８月 19日（火）午前９時１４分～９時２７分

２ 場 所 市長公室

３ 出席者 本 部 長 松原市長 副本部長 平林副市長

副本部長 柏原教育長 本 部 員 髙橋企画財政部長

本 部 員 田部井総務部長 本 部 員 片岡市民生活部長

本 部 員 宗像福祉保健部長 本 部 員 冨田子ども家庭部長

本 部 員 一瀬環境部長 本 部 員 竹之下都市建設部長

本 部 員 波瀬教育部長 本 部 員 鈴木議会事務局長

４ 事務局 杉田政策室長

５ 欠席者

６ 議 題 １ 令和８年度組織改正案について

７ 会議概要

本 部 長 それでは、「１ 令和８年度組織改正案について」説明をお願いする。

事 務 局 狛江市第４次基本構想で掲げる将来都市像の実現に向け、市民参加・市民協働及

び文化施策をより一層推進するため、部を新設するとともに、現在、教育委員会で所

管しているスポーツ分野について市長部局に移管する。資料１の２ページ（１）産業、観

光、農業、文化、スポーツ、市民参加・市民協働、地域コミュニティ等を所掌する部とし

て地域文化スポーツ部を設置する。（２）市民生活部地域活性課で所掌している業務

を地域文化スポーツ部に移管し、市民生活部の名称を市民部に改め、各部のバランス、

窓口手続での関連性等を考慮し、福祉保健部保険年金課を市民部へ移管する。（３）

商工業振興、観光、農業振興等を所掌する課として、地域文化スポーツ部に産業振興

課を設置するとともに、商工業、企業活動支援、消費者保護、観光、ふるさと納税等を

所掌する係として商工・観光係を、農業振興等を所掌する係として農政係を設置する。

（４）現在、教育委員会で所掌しているスポーツ分野については、観光振興、地域活性

化、生涯学習等と合わせてスポーツ振興を行うことにより、地域の実情や住民の多様

なニーズに応えるため、市長部局において一元的に担当することとする。生涯学習に

ついては、多様化した学習意欲・学習需要に応じた機会の提供や生涯を通じて健康や

体力に応じたスポーツ活動の振興と特に密接に関連する分野であることから、企画財

政部政策室市民協働推進担当から移管し、芸術文化、生涯学習、スポーツ等を所掌

する課として、地域文化スポーツ部に文化スポーツ振興課を設置するとともに、芸術、

文化、生涯学習等及び社会教育係で所掌しているスポーツ振興、スポーツ施設の管

理運営等を所掌する係として文化スポーツ振興係を設置する。（５）現在、企画財政部

政策室市民協働推進担当で所掌している市民参加・市民協働については、地域コミュ

ニティ分野との一体的な推進と連携により第４次基本構想の将来都市像の実現を目

指すため、コミュニティ施策、地域・地区センターの管理、町会・自治会等を所掌する課
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として設置する協働コミュニティ課へ移管するとともに、企画財政部政策室市民協働

推進担当で所掌している国際化、人権、男女共同参画社会の実現、平和事業に関す

ること等の業務を移管し、市民協働推進係とし、コミュニティ施策等を所掌する係とし

てコミュニティ推進係を設置する。資料２のとおり、組織改正後の定員としては、部と課

が増えることに伴い部長１人、課長２人、係員１人の増となる。組織改正案については、

8月２６日の行財政改革推進本部会議で改めて審議をお願いする。各部・局で意見を

整理の上、８月２１日までに政策室長へ。

本 部 長 本件について、質問等あるか。

副本部長 市民参加・市民協働の一層の推進について、企画財政部から事業部へ移管されるこ

とにより全庁のコントロール機能が発揮できるのか、この点についてはどのように考え

ているのか。

事 務 局 市民参加・市民協働については、基本条例の制定をはじめ企画財政部で推進してき

たところであり、特に市民参加の手続は、全庁的に定着してきたと考えている。今回の

組織改正で地域コミュニティに近い部署で所管することにより、市民協働を含めて一

層の推進を図っていきたいと考えている。

本 部 員 教育振興計画にはスポーツも含まれるが、今回の組織改正に当たりスポーツ事業の

主管が市長部局になると、振興計画がどうなるか等について検討してもらいたい。また、

教育部の関わり方についても整理をお願いする。

事 務 局 今後整理する。

本 部 長 将来都市像である「文化育むまち」として、文化を担当する部署を明確にし、市民参

加・市民協働については、各部が主体的に担っていくための組織改正案である。他に

質問・意見等なければ、本件については継続審議とし、第４２９回狛江市行財政改革推

進本部会議を終了する。


